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七
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
礼
制
継
受
│
│
薬
猟
を
視
点
と
し
て
│
│

陳　
　
　

睿　

は
じ
め
に

　

中
古
中
国
で
は
、
律
令
の
立
法
基
礎
と
称
さ
れ
、
社
会
道
徳
規
範
で
も
あ
る
礼
典
が
編
纂
さ
れ
た
が
、
日
本
で
は
、
七
世
紀
初
頭
の
遣

隋
使
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
遣
唐
使
ま
で
の
ほ
ぼ
一
世
紀
の
間
、
礼
の
部
分
的
な
摂
取
が
始
ま
っ
た
。
八
世
紀
以
降
、
礼
の
本
格
的
な
導
入

が
始
ま
り
、
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、
儀
式
書
の
編
纂
に
よ
っ
て
礼
制
の
整
備
が
頂
点
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
近
年
、
日
本
に
お
け

る
礼
制
に
関
す
る
研
究
成
果
が
あ
げ
ら
れ
て
き
）
1
（

た
。
研
究
史
を
大
雑
把
に
敷
衍
す
る
と
、
七
・
八
世
紀
に
お
い
て
、
日
本
の
礼
制
は
主
に

律
令
の
範
囲
内
で
継
受
さ
れ
た
こ
と
で
、
礼
制
に
包
摂
さ
れ
た
中
国
皇
帝
と
異
な
り
、
日
本
の
天
皇
は
律
令
と
礼
を
と
も
に
超
越
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
）
2
（

る
。
八
世
紀
中
葉
か
ら
九
世
紀
中
葉
に
か
け
て
、
中
国
的
な
「
礼
」
の
継
受
と
整
備
は
、
氏
族
制
的
・
神
話
的
な
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
変
わ
）
3
（

る
。
十
世
紀
後
半
に
は
、
日
本
的
な
礼
（
儀
礼
）
は
、
貴
族
社
会
に
浸
透
し
、
長
く
古
典
的
規
範
と
な
る
安
定
し
た

レ
ジ
ー
ム
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

平
安
時
代
の
儀
式
書
な
ど
が
残
さ
れ
、
大
宝
・
養
老
律
令
も
ほ
ぼ
復
元
さ
れ
て
い
る
の
で
、
八
世
紀
以
降
に
お
け
る
儀
式
の
実
態
を
考

察
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
儀
式
次
第
に
関
す
る
研
究
成
果
も
多
く
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
七
世
紀
に
お
け
る
礼
の
導
入
と
受
容

の
考
察
と
成
果
は
、
史
料
上
の
制
約
の
原
因
で
、
研
究
成
果
が
多
く
な
い
。
七
世
紀
に
お
け
る
礼
制
に
関
す
る
研
究
に
精
力
を
注
い
だ
論
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者
で
あ
る
西
本
昌
弘
氏
は
、
中
国
的
な
節
日
が
浄
御
原
令
制
下
に
初
め
て
定
着
し
た
と
い
う
見
解
に
は
従
え
）
4
（

ず
、
天
智
朝
に
お
い
て
か
な

り
広
範
で
直
輸
入
的
な
礼
制
受
容
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
）
5
（

る
。
と
こ
ろ
で
、
大
隅
清
陽
氏
は
、
七
世
紀
ま
で
の
日
本
に
お
け
る
礼
制
継

受
は
、「
礼
」
と
「
法
」、
編
纂
物
と
し
て
の
礼
と
律
令
の
相
互
補
完
関
係
や
五
礼
の
体
系
を
意
識
せ
ず
、
主
に
中
国
律
令
に
規
定
さ
れ
た

礼
を
選
択
的
・
限
定
的
に
継
受
し
、
そ
れ
を
固
有
法
的
な
構
造
に
併
せ
て
改
変
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
西
本
・
大
隅
両
氏
は
、
礼
に
関
す
る
定
義
に
違
い
が
あ
る
。
礼
に
関
す
る
定
義
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
榎
本
淳
一
・
白
石
將
人
両
氏
が
隋
の
『
江
都
集
礼
』
の
成
立
時
期
、
性
質
と
内
容
を
再
検
討
し
た
結
果
、
結
局
、
隋
の
『
江
都
集

礼
』
の
成
立
時
期
は
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
大
業
年
間
（
六
〇
五
〜
六
〇
六
）
で
は
な
く
、
開
皇
年
間
（
六
〇
〇
）
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。『
江
都
集
礼
』
と
い
う
書
物
の
性
質
も
「
儀
注
」
で
は
な
く
、
史
睿
が
「
江
南
礼
学
的
大
結
集
」
と
指
摘
す
る
よ

う
に
、
宋
・
何
承
天
『
礼
論
』
の
み
な
ら
ず
、
梁
代
に
至
る
ま
で
の
南
朝
の
礼
学
が
集
大
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
）
6
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
点
に
注
意
し
な
が
ら
、
七
世
紀
初
頭
に
お
け
る
日
本
の
礼
制
継
受
を
再
検
討
す
る
必
要
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
は
、
礼
の
定
義
の
検
討
か
ら
出
発
し
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
七
世
紀
に
日
本
列
島
に
継
受
・
定
着
し
た
薬
狩
を
検
討
し
、

そ
の
う
え
で
、
七
世
紀
に
導
入
さ
れ
た
礼
（
礼
義
・
礼
制
・
礼
儀
）
│
│
特
に
中
国
の
民
間
節
日
│
│
が
日
本
列
島
に
お
い
て
、
ど
の
よ

う
に
位
置
し
て
い
る
か
、
日
本
国
家
成
立
期
に
お
け
る
倭
国
の
統
治
層
の
礼
制
に
対
す
る
理
解
度
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一　

礼
の
定
義

　

礼
と
は
、
儒
教
思
想
に
基
づ
い
て
、
中
古
中
国
民
間
の
習
俗
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
理
念
で
あ
り
、
道
徳
規
範
を
規
定
す
る
も
の
で
も

あ
る
。
張
寿
安
、
高
明
士
両
氏
は
、
秦
漢
の
礼
を
礼
義
、
礼
制
、
礼
儀
の
三
部
分
に
分
類
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
礼
は
制
度
儀
典
に
お
け

る
倫
理
規
範
と
価
値
を
示
す
礼
義
（
価
値
、
道
徳
規
範
）、
国
家
・
社
会
・
家
族
の
よ
う
な
集
合
体
の
規
範
で
あ
る
礼
制
（
典
章
・
制

度
）、
特
定
の
儀
式
で
あ
る
礼
儀
（
儀
文
・
節
式
）
か
ら
な
る
も
の
で
あ
）
7
（
る
。
礼
義
は
『
礼
記
』
に
見
え
、
礼
制
は
『
周
礼
』
に
見
え
、
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礼
儀
は
『
儀
礼
』
に
見
え
る
。
秦
漢
以
降
、
礼
儀
と
礼
制
は
成
文
化
さ
れ
て
礼
典
と
な
り
、
礼
義
は
律
典
（
刑
、
法
）
と
な
っ
）
8
（

た
。

　

冨
谷
至
氏
は
、
礼
か
ら
法
へ
の
発
展
を
四
段
階
に
分
け
て
い
）
9
（

る
。
孔
子
の
段
階
で
は
、
知
―
義
―
仁
―
徳
は
重
層
構
造
で
あ
る
が
、
孟

子
の
段
階
に
な
る
と
、
仁
・
義
・
礼
・
智
（
知
）
と
い
う
四
つ
の
徳
目
が
「
四
端
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
礼
も
そ
の
一
つ
と
し
て
横
並

び
に
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
孟
子
は
こ
の
四
つ
の
徳
目
を
人
性
に
由
来
す
る
同
じ
平
面
に
置
く
と
い
う
。
そ
し
て
、
荀
子
の
性
悪
説

は
立
法
の
起
点
で
あ
る
。
心
の
判
断
・
認
識
は
、
ど
う
し
て
善
な
る
方
向
を
選
択
す
る
の
か
、
人
の
心
そ
の
も
の
は
、
常
に
道
義
に
同
調

す
る
の
か
、
荀
子
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
は
っ
き
り
言
っ
て
い
な
い
。
認
識
を
よ
り
客
観
的
、
相
対
的
に
位
置
づ
け
、
善
の
方
向
に
い

く
こ
と
を
前
提
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
こ
に
損
得
、
つ
ま
り
打
算
と
い
っ
た
判
断
を
い
れ
る
の
は
、
荀
子
の
後
継
者
韓
非
子
に
お
い
て
で

あ
る
。
そ
れ
以
降
、
典
籍
と
な
っ
た
礼
（
礼
典
）
は
成
文
化
さ
れ
た
規
範
と
し
て
の
法
と
相
互
に
関
係
を
持
ち
、
ま
た
交
差
し
な
が
ら
展

開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
儒
家
が
重
視
す
る
礼
と
法
家
が
重
視
す
る
法
と
は
、
本
来
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
上
述
の
よ
う
に
、
秦

漢
以
来
、
隋
唐
時
代
ま
で
の
広
義
的
な
礼
（
礼
制
）
も
法
家
思
想
を
一
部
導
入
し
た
に
違
い
な
い
。

　

以
上
、
中
国
に
お
け
る
礼
の
三
要
素
と
礼
か
ら
法
へ
の
発
展
の
四
段
階
を
紹
介
し
た
。
次
は
、
唐
律
に
お
け
る
礼
文
の
引
用
状
況
を
確

認
し
た
い
。
小
林
宏
氏
は
、『
唐
律
疏
議
』
を
整
理
し
、
礼
典
を
引
用
し
て
い
る
三
十
二
条
の
律
条
文
を
三
種
類
に
分
類
し
）
10
（
た
。
①
「
礼

云
」、「
依
礼
」、「
拠
礼
」
な
ど
の
語
を
冠
し
て
礼
典
（『
儀
礼
』『
礼
記
』『
周
礼
』
な
ど
の
礼
に
関
す
る
経
書
）
の
文
を
引
用
す
る
も
の

と
上
記
礼
典
の
現
代
版
と
も
い
う
べ
き
唐
礼
（
大
唐
開
元
礼
）
の
文
を
引
用
す
る
も
の
と
が
あ
）
11
（
る
。
②
「
準
礼
」、「
稽
之
典
礼
」
な
ど
の

礼
典
一
般
を
指
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
③
「
礼
云
」、「
依
礼
」
な
ど
の
礼
典
か
ら
の
引
用
を
明
確
に
記
す
の
で
は
な
く
、
疏
の
地
の
文

と
し
て
礼
典
の
文
や
そ
の
取
意
文
を
引
用
す
る
場
合
が
あ
る
。

　

筆
者
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
小
林
氏
の
整
理
し
た
三
十
二
条
の
律
条
文
の
ほ
か
、
闘
訟
律
三
一
条
の
「
殴
兄
妻
夫
弟
妹
」、
闘
訟
律
五
七

条
の
「
邀
車
駕
撾
鼓
訴
事
」、
詐
偽
律
二
〇
条
の
「
詐
疾
病
有
所
避
」、
雑
律
六
一
条
の
「
違
令
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
礼
記
』
曲
礼
、『
周

礼
』
夏
官
・
太
僕
、『
大
唐
開
元
礼
』
巻
三
序
例
、『
大
唐
開
元
礼
』
巻
三
序
例
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
闘
訟
律
四
四
の
「
告
祖
父
母

父
母
絞
」
は
『
大
唐
開
元
礼
』
凶
礼
の
礼
文
を
引
用
し
た
ほ
か
に
、『
礼
記
』
檀
弓
と
『
礼
記
』
内
則
と
に
取
意
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
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る
。
こ
れ
ら
律
条
文
の
礼
典
の
引
用
状
況
を
ま
と
め
る
と
、『
礼
記
』
を
引
用
し
た
の
は
三
十
八
箇
所
あ
り
、『
周
礼
』
を
引
用
し
た
の
は

十
一
箇
所
あ
り
、『
儀
礼
』
を
引
用
し
た
の
は
十
箇
所
あ
り
、『
大
唐
開
元
礼
』
を
引
用
し
た
の
は
十
箇
所
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
周

礼
』
と
『
礼
儀
』
と
の
引
用
よ
り
、『
礼
記
』
の
引
用
が
多
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
律
典
の
中
で
は
、
制
度
儀
典

に
お
け
る
倫
理
規
範
と
価
値
で
あ
る
礼
義
は
多
く
入
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。『
唐
律
疏
議
』
に
お
け
る
礼
の
法
的
機
能
は
律
条
文
の
立

法
を
正
当
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
通
説
で
は
、
日
本
律
（
大
宝
・
養
老
）
は
ほ
ぼ
唐
律
の
同
文
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
編
纂
さ
れ
た
が
、
表
で
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
）
12
（

に
、
日
本
律
（
大
宝
・
養
老
）
は
中
国
の
礼
典
を
引
用
し
た
と
こ
ろ
が
僅
か
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
律
は
、『
唐
律
疏
議
』
で
引
用
さ

れ
た
『
礼
記
』
の
取
意
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
律
の
立
法
を
正
当
化
す
る
の
が
中
国
の
礼
典
と
は
考

え
が
た
）
13
（
い
。
と
は
い
え
、
日
本
律
に
は
礼
典
引
用
の
明
記
は
殆
ど
な
い
が
、
日
本
が
礼
と
い
う
も
の
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
は
隋
唐
と
殆

ど
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
、
以
下
、
七
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
礼
継
受
の
面
か
ら
検

討
し
た
い
。

二　

七
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
礼
制

　
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
巻
四
礼
家
に
よ
れ
ば
、
冒
頭
に
隋
の
『
江
都
集
礼
』
百
二
十
六
巻
が
見
え
る
。
日
本
へ
将
来
さ
れ
た
具
体
的

な
時
期
が
正
確
に
分
か
ら
な
い
が
、
推
古
十
六
年
（
六
〇
八
）
隋
の
使
者
裴
世
清
が
来
朝
し
た
際
に
は
中
国
の
賓
礼
と
似
て
い
る
儀
式
が

用
い
ら
れ
る
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
頃
に
は
伝
来
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
）
14
（
う
。『
江
都
集
礼
』
の
日
本
へ
の
将
来
は
、
遣
唐
留

学
生
の
帰
朝
し
た
唐
初
（
日
本
で
は
舒
明
朝
）
ま
で
時
期
が
下
る
可
能
性
も
あ
る
）
15
（
が
、
日
本
に
伝
来
し
た
『
江
都
集
礼
』
の
巻
数
が
『
隋

書
』
経
籍
志
の
巻
数
と
同
じ
百
二
十
六
巻
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
隋
代
に
入
手
し
た
可
能
性
が
極
め
て
大
き
）
16
（
い
。

　

推
古
朝
か
ら
天
武
・
持
統
朝
に
か
け
て
の
律
令
成
立
期
（
日
本
古
代
国
家
成
立
期
）
に
お
け
る
礼
の
継
受
に
つ
い
て
、
大
隅
清
陽
氏
は
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①
冠
位
・
朝
服
（
朝
廷
で
の
公
務
の
際
着
用
す
る
服
）
の
制
定
、
②
年
中
行
事
の
導
入
、
③
朝
賀
・
路
頭
礼
を
含
む
朝
礼
（
朝
廷
で
の
官

人
相
互
の
礼
）
制
定
の
三
要
素
が
相
互
に
関
連
す
る
形
で
進
行
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
七
世
紀
の
日
本
列
島
に
お
け
る
礼
制

継
受
に
お
い
て
、
年
中
行
事
導
入
が
大
き
な
比
重
を
占
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
大
隅
氏
は
当
時
の
礼
制
継
受
が
、
経
学
的
・
理
論
的
な
論

拠
を
問
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
中
国
で
現
実
に
行
わ
れ
て
い
る
制
度
文
物
の
導
入
に
主
眼
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
と
指
摘
す
）
17
（

る
。

　

さ
て
、
当
時
の
推
古
朝
廷
が
礼
に
対
す
る
理
解
は
ど
の
程
度
に
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
推
古
十
二
年
に
頒
布
さ
れ
た
憲
法
十
七

条
の
い
く
つ
か
の
条
文
を
検
討
し
た
）
18
（

い
。

　

前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
礼
は
三
要
素
、
即
ち
「
礼
義
」、「
礼
制
」
と
「
礼
儀
」
か
ら
な
る
。
第
一
条
に
は
、

　
　
「
以
㍾和
為
㍾貴
、
無
㍾忤
為
㍾宗
。（
後
略
）」

と
あ
り
、
第
三
条
に
は
、

　
　
「
承
㍾詔
必
慎
。
君
則
天
之
。
臣
則
地
之
。
天
覆
地
載
。
四
時
順
行
、
万
気
得
㍾通
。（
後
略
）」

と
あ
る
。
ま
た
、
第
九
条
に
は
、

　
　
「
信
是
義
本
、
毎
㍾事
有
㍾信
。
其
善
悪
成
敗
、
要
在
㍼於
信
⊿
（
後
略
）」

と
あ
る
。
こ
の
三
条
は
、
制
度
儀
典
に
お
け
る
倫
理
規
範
と
価
値
で
あ
る
「
礼
義
」
に
属
し
て
い
る
。『
礼
記
』
喪
服
四
制
に
は
、

　
　
「
凡
礼
之
大
体
、
体
㍼天
地
㊥
法
㍼四
時
㊥
則
㍼陰
陽
㊥
順
㍼人
情
㊥
故
謂
㍾之
礼
。」

と
あ
る
よ
う
に
、「
礼
義
」
の
本
来
の
秩
序
は
身
分
差
の
秩
序
と
も
言
え
る
。
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
天
地
の
秩
序
と
人
倫
の
秩
序
と
に

分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
三
条
は
、
天
地
秩
序
と
人
倫
秩
序
と
の
規
程
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
第
四
条
に
は
、

　
　
「
群
臣
百
寮
、
以
㍾礼
為
㍾本
、
其
治
㍾民
之
本
、
要
在
㍼乎
礼
⊿
上
不
㍾礼
、
而
下
非
㍾斉
。
下
無
㍾礼
、
以
必
有
㍾罪
。（
後
略
）」

と
あ
り
、
第
五
条
に
は
、
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「
絶
㍾餮
弃
㍾欲
、
明
辨
㍼訴
訟
⊿
其
百
姓
之
訟
、
一
日
千
事
。（
中
略
）
臣
道
亦
於
焉
闕
。」

と
あ
る
。
ま
た
、
第
八
条
に
は
、

　
　
「
群
卿
百
寮
、
早
朝
晏
退
。
公
事
靡
㍾盬
。
終
日
難
㍾尽
。（
後
略
）」

と
あ
る
よ
う
に
、
上
記
の
条
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
合
体
の
規
範
で
あ
る
「
礼
制
」
に
対
応
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
れ
ば
、
罪
に

な
る
の
が
分
か
る
。

　

以
上
に
よ
れ
ば
、
推
古
十
二
年
（
六
〇
四
）
四
月
に
頒
布
さ
れ
た
憲
法
十
七
条
の
中
に
は
、「
礼
義
」
と
「
礼
制
」
と
が
含
ま
れ
て
い

る
が
、「
礼
儀
」
に
は
ほ
ぼ
触
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
三
ヶ
月
前
、
即
ち
同
年
正
月
に
施
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
「
冠
位

十
二
階
」
と
同
年
秋
九
月
に
新
た
な
朝
礼
の
採
用
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
、
推
古
朝
に
お
い
て
「
礼
儀
」
の
部
分
も
き
ち
ん
と
整
備
し
て

き
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
冠
位
十
二
階
」
と
「
憲
法
十
七
条
」
と
の
信
憑
性
、
あ
る
い
は
、『
日
本
書
紀
』
を
編
纂
す
る
際
に
編
者
ら
の
潤

色
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
礼
の
三
要
素
は
推
古
朝
の
時
点
で
導
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
推
古
朝
廷
で
行
わ
れ
た
改
革
は
、
大
隅
氏
の
指
摘
し
て
い
た
よ
う
な
「
七
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
礼
制
が
、
年
中
行
事
と
い

う
公
的
・
政
治
的
な
、
い
わ
ば
ハ
レ
の
場
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
七
世
紀
初
頭
に
お
け
る
日

本
列
島
の
国
家
政
策
の
改
革
は
、
対
外
関
係
に
関
わ
る
礼
、
い
わ
ば
中
国
大
陸
と
の
外
交
交
渉
の
間
に
必
要
な
礼
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
世

界
に
お
い
て
自
国
の
国
際
的
地
位
を
確
立
す
る
た
め
の
国
家
的
な
、
対
外
的
な
も
の
で
も
あ
る
。

三　

七
世
紀
の
薬
狩

　

日
本
の
養
老
令
雑
令
四
〇
諸
節
日
条
に
は
、

　
　

凡
正
月
一
日
。
七
日
。
十
六
日
。
三
月
三
日
。
五
月
五
日
。
七
月
七
日
。
十
一
月
大
嘗
日
。
皆
為
㍼節
日
⊿
其
普
賜
。
臨
時
聴
㍾勅
。

と
あ
り
、
こ
れ
を
み
る
と
、『
荊
楚
歳
時
記
』
の
な
か
で
も
記
載
さ
れ
て
い
る
正
月
元
日
、
三
月
三
日
、
五
月
五
日
、
七
月
七
日
な
ど
の
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中
国
的
な
節
日
の
大
半
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
代
日
本
の
宮
中
で
行
わ
れ
た
年
中
行
事
は
中
国
か
ら
の
影
響
が
か
な
り
大
き
い
。

　

日
本
の
年
中
行
事
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
山
中
裕
氏
は
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』
に
お
い
て
、
日
本
の
年
中
行
事
の
由
来
、
成
立
と
変

遷
を
網
羅
的
に
検
討
し
、
解
説
を
加
え
た
。
西
本
昌
弘
氏
は
、『
日
本
古
代
儀
礼
成
立
史
の
研
究
』
に
お
い
て
、
七
世
紀
に
お
け
る
日
本

の
正
月
行
事
を
よ
り
詳
し
く
検
討
し
た
。
本
節
で
は
、
七
世
紀
初
頭
に
初
出
し
た
薬
猟
を
検
討
し
た
い
。

　

五
月
五
日
の
行
事
、
い
わ
ゆ
る
「
薬
猟
」
と
い
う
年
中
行
事
に
つ
い
て
は
、
和
田
萃
氏
に
よ
る
詳
細
的
な
考
察
が
あ
）
19
（

る
。『
日
本
書

紀
』
を
編
纂
す
る
際
に
、
編
者
ら
が
「
某
月
某
日
」
の
形
式
で
記
さ
れ
て
い
た
原
史
料
を
「
某
月
干
支
朔
干
支
」
と
い
う
形
式
に
改
め
て

記
述
し
な
お
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
五
月
五
日
の
薬
猟
に
関
わ
る
記
事
は
特
異
性
を
持
ち
、
単
に
「
五
月
五
日
」
と
記
し
て
い
る
。
五
月

五
日
の
薬
猟
に
関
わ
る
記
事
を
整
理
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
）
20
（

る
。

　

①
推
古
十
九
年
（
六
一
一
）
夏
五
月
五
日
、
薬
㍼猟
於
菟
田
野
⊿
取
㍼鶏
鳴
時
㊥
集
㍼於
藤
原
池
上
⊿
以
㍼会
明
㍽乃
往
之
。
栗
田
細
目
臣

為
㍼前
部
領
⊿
額
田
部
比
羅
夫
連
為
㍼後
部
領
⊿
是
日
、
諸
臣
服
色
、
皆
随
㍼冠
色
⊿
各
着
㍼髻
花
⊿
則
大
徳
小
徳
並
用
㍾金
。
大
仁
小

仁
用
㍼豹
尾
⊿
大
礼
以
下
用
㍼鳥
尾
⊿

　

②
推
古
二
十
年
（
六
一
二
）
夏
五
月
五
日
、
薬
猟
之
、
集
㍼於
羽
田
㊥
以
相
連
参
㍼趣
於
朝
⊿
其
装
束
如
㍼菟
田
之
狩
⊿

　

③
推
古
二
十
二
年
（
六
一
四
）
廿
二
年
夏
五
月
五
日
、
薬
猟
也
。

　

④
天
智
七
年
（
六
六
八
）
五
月
五
日
、
天
皇
縦
㍼猟
於
蒲
生
野
⊿
於
時
、
大
皇
弟
・
諸
王
・
内
臣
及
群
臣
、
皆
悉
従
焉
。

　

⑤
天
智
八
年
（
六
六
九
）
夏
五
月
戊
寅
朔
壬
午
（
五
月
五
日
）、
天
皇
縦
㍼猟
於
山
科
野
⊿
大
皇
弟
・
藤
原
内
大
臣
及
群
臣
、
皆
悉
従

焉
。

　

⑥
天
智
十
年
（
六
七
一
）
五
月
丁
酉
朔
辛
丑
（
五
月
五
日
）、
天
皇
御
㍼西
小
殿
⊿
皇
太
子
・
群
臣
侍
㍾宴
。
於
是
、
再
㍼奏
田
儛
⊿

　

薬
猟
と
い
う
名
称
の
初
見
は
推
古
十
九
年
（
六
一
一
）
で
あ
る
。
①
〜
③
は
い
ず
れ
も
、
推
古
朝
に
行
わ
れ
た
薬
猟
で
、
名
称
も
正
式
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な
薬
猟
で
あ
る
。
日
付
の
表
示
も
原
史
料
に
余
り
手
を
加
え
ず
に
そ
の
ま
ま
の
「
某
月
某
日
」
と
い
う
形
式
を
使
用
し
て
い
る
。
推
古
十

五
年
（
六
〇
七
）
二
月
に
「
神
祇
を
礼
び
た
ま
ひ
」
て
か
ら
、
同
年
七
月
に
「
大
礼
小
野
臣
妹
子
を
大
唐
（
隋
）
に
遣
し
」
た
。
同
十
六

年
（
六
〇
八
）
に
小
野
妹
子
は
裴
世
清
と
と
も
に
大
唐
よ
り
戻
っ
て
、
倭
国
は
賓
礼
を
整
備
し
、
大
唐
使
者
ら
を
「
ミ
カ
ド
に
饗
た
ま

ひ
」
た
。
同
年
九
月
に
、
再
び
小
野
妹
子
を
使
者
と
し
て
大
唐
に
派
遣
し
、
十
七
年
（
六
〇
九
）
九
月
に
小
野
妹
子
は
日
本
に
戻
っ
た
。

十
九
年
（
六
一
一
）
五
月
、
成
立
し
て
日
が
た
た
な
い
冠
位
制
を
使
い
な
が
ら
、
盛
大
な
「
薬
猟
」
の
行
事
を
初
め
て
行
っ
た
。
①
〜
③

の
「
薬
猟
」
の
記
事
は
簡
略
化
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
連
年
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
外
交
活
動
を
頻
繁
に
行
っ

て
い
た
倭
国
に
と
っ
て
、
宮
中
の
対
外
的
な
「
礼
儀
」
が
整
備
さ
れ
た
姿
を
東
ア
ジ
ア
世
界
に
示
す
意
図
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

④
〜
⑥
は
い
ず
れ
も
天
智
朝
に
行
わ
れ
た
「
行
事
」
で
、
④
と
⑤
の
名
称
は
「
縦
猟
」
で
、
⑥
の
名
称
は
「
田
儛
」
で
あ
る
。
参
加
者

は
三
つ
の
記
事
と
も
後
に
践
祚
し
た
天
武
天
皇
が
参
加
し
た
。
④
に
つ
い
て
、
和
田
氏
は
夙
に
厳
密
な
考
察
を
行
い
、
こ
の
蒲
生
野
の
一

郭
に
、
貴
重
な
薬
草
で
あ
る
紫
草
を
栽
培
す
る
薬
園
が
あ
っ
た
た
め
、
や
は
り
、
近
江
朝
廷
を
あ
げ
て
の
遊
楽
的
気
分
に
満
ち
た
薬
猟
と

考
え
る
べ
き
だ
ろ
）
21
（
う
。
⑥
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
天
智
天
皇
十
年
（
六
七
一
）
に
天
智
天
皇
は
宮
中
で
宴
会
を
設
け
、「
田
儛
」
を
奏
さ

せ
た
が
、
④
と
⑤
の
よ
う
に
郊
外
で
薬
猟
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、『
日
本
書
紀
』
天
智
十
年
九
月
条
を
見
れ
ば
分
か
る
よ

う
に
、「
九
月
、
天
皇
寝
疾
不
豫
」
と
あ
り
、
五
月
に
も
天
智
天
皇
は
郊
外
で
の
薬
猟
に
参
加
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
⑤
の
記
事
で
あ
る
。
和
田
氏
は
薬
猟
に
関
わ
る
五
月
五
日
相
当
の
記
事
を
整
理
し
た
が
、
結
局
、
⑤
の
記

事
を
見
落
と
し
た
。『
日
本
書
紀
』
の
記
述
の
な
か
で
、
天
智
八
年
（
六
六
九
）
を
境
に
「
薬
猟
」
の
表
示
が
「
某
月
某
日
」
の
形
式
を

使
わ
ず
、「
某
月
干
支
朔
干
支
」
の
形
式
に
変
更
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。『
家
伝
』
上
の
天
智
天
皇
七
年
条
に
は
、「
先
㍾此
、
帝
令
㍼大
臣
㍽

撰
述
㍼礼
儀
㊥
刊
定
㍼律
令
㊥
通
㍼天
人
之
性
㊥
作
㍼朝
廷
之
訓
⊿
大
臣
與
㍾時
賢
㍾人
、
損
益
㍼旧
章
㊥
略
為
㍼条
例
㍽」
と
記
し
て
い
る
よ
う

に
、
天
智
七
年
（
六
六
八
）
に
天
智
天
皇
は
大
臣
中
臣
鎌
足
に
律
令
の
編
纂
と
礼
儀
の
撰
述
を
命
じ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
近
江
律
は
編

纂
さ
れ
な
か
っ
た
、
今
に
残
る
平
安
時
代
の
儀
式
書
で
も
五
礼
の
体
系
や
分
類
を
全
体
と
し
て
承
け
て
お
ら
ず
、
選
択
的
な
移
入
に
と
ど
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ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
点
の
薬
猟
の
表
記
の
変
更
か
ら
見
れ
ば
、
薬
猟
の
よ
う
な
広
義
の
「
礼
儀
」
に
則
し
た
中
国
古
代
の
民
間
的
な

節
日
は
「
近
江
令
」
ま
た
は
「
儀
礼
」
に
よ
っ
て
正
式
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
潤
色
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、

礼
制
導
入
の
理
念
が
見
ら
れ
る
こ
と
ま
で
は
否
定
で
き
な
い
。

　

丸
山
裕
美
子
氏
は
、「
節
日
の
行
事
の
受
容
に
は
、
中
国
の
古
典
の
知
識
と
暦
日
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、

推
古
・
顕
宗
紀
の
記
事
は
、
節
日
条
を
継
受
す
る
以
前
の
宮
中
に
お
け
る
年
中
行
事
の
受
容
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
節
日
条

が
規
定
さ
れ
た
の
は
、
年
中
行
事
の
初
見
記
事
が
天
武
・
持
統
紀
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
と
、
暦
日
意
識
の
普
及
が
持
統
四
年
の
元
嘉
・

儀
鳳
暦
の
採
用
に
始
ま
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
浄
御
原
令
段
階
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
）
22
（

る
。
一
方
の
西
本
氏
は
、
前

述
の
よ
う
に
、
七
世
紀
中
葉
に
中
国
的
な
儀
礼
の
本
格
的
な
導
入
の
意
図
か
ら
、
中
国
的
な
節
日
が
浄
御
原
令
制
下
に
は
じ
め
て
定
着
し

た
と
い
う
見
解
に
は
従
え
な
い
と
す
）
23
（
る
。

　

つ
ま
り
、
七
世
紀
初
頭
の
推
古
朝
は
、
国
家
的
な
、
い
わ
ゆ
る
対
外
的
な
礼
（
践
祚
即
位
礼
、
朝
堂
拝
礼
な
ど
の
嘉
礼
、
殯
礼
、
外
交

の
賓
礼
な
ど
）
を
中
心
に
整
え
て
き
た
。
七
世
紀
末
頃
の
天
智
朝
に
は
、「
儀
礼
」
と
称
さ
れ
る
様
な
儀
礼
書
が
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
が

極
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
天
智
七
年
（
六
六
八
）
に
何
ら
か
の
「
儀
礼
」
が
成
文
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
的
な
宮
中
行
事

が
整
備
さ
れ
た
も
の
の
、
間
も
な
く
重
体
に
陥
っ
た
天
智
は
こ
れ
ら
の
行
事
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
天
武
・
持
統
朝

に
定
着
し
て
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
中
国
の
礼
の
定
義
を
限
定
し
、
七
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
礼
義
、
礼
儀
と
礼
制
の
導
入
状
況
に
考
察
を
行
い
、
最
後
に
七
世

紀
の
初
頭
と
七
世
紀
後
半
と
に
行
わ
れ
た
薬
猟
を
も
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
七
世
紀
初
頭
の
推
古
朝
は
、
国
家
的
な
、
対
外

的
な
礼
（
践
祚
即
位
礼
、
朝
堂
拝
礼
等
の
嘉
礼
、
殯
礼
、
外
交
賓
礼
な
ど
）
を
中
心
に
整
え
、
七
世
紀
後
半
、
即
ち
天
智
朝
以
降
は
、
国
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家
内
部
の
、
い
わ
ゆ
る
宮
中
の
礼
を
整
備
し
た
と
結
論
づ
け
る
。

　

ま
た
、
本
稿
に
は
、
ほ
か
の
年
中
行
事
や
、
殯
礼
な
ど
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

注（
1
） 

本
稿
で
取
り
上
げ
た
以
外
に
、
日
本
古
代
の
儀
礼
に
関
す
る
研
究
成
果
は
、
池
田
温
編
『
中
国
礼
法
と
日
本
律
令
制
』
東
方
書
店
、
一
九
九
二
年

年
、
大
日
方
克
己
『
古
代
国
家
と
年
中
行
事
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
、
和
田
萃
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』（
上
・
中
・
下
）
塙

書
房
、
一
九
九
五
年
、
同
『
日
本
古
代
の
年
中
行
事
書
と
新
史
料
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
、
古
瀬
奈
津
子
『
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
丸
山
裕
美
子
『
日
本
古
代
の
医
療
制
度
』
名
著
刊
行
会
、
一
九
九
八
年
、
藤
森
健
太
郎
『
古
代
天
皇
の
即
位
儀
礼
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
藤
森
健
太
郎
『
古
代
天
皇
の
即
位
儀
礼
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
廣
瀬
憲
雄
『
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
と
古
代
日

本
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
、
稲
田
奈
津
子
『
日
本
古
代
喪
葬
儀
礼
と
律
令
制
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
な
ど
が
あ
る
。
注
、
以
上
に
掲

げ
る
研
究
成
果
は
、
こ
こ
三
十
年
ほ
ど
に
出
版
さ
れ
た
代
表
的
な
論
著
に
限
る
。

（
2
） 

大
隅
清
陽
『
律
令
官
制
と
礼
秩
序
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
、
三
四
七
頁
。

（
3
） 

前
掲
注（
2
）大
隅
氏
論
文
、
三
六
二

－

三
六
四
頁
。
大
津
透
『
古
代
の
天
皇
制
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
。

（
4
） 

丸
山
裕
美
子
「
唐
と
日
本
の
年
中
行
事
」（
池
田
温
編
『
古
代
を
考
え
る　

唐
と
日
本
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
初
出
、
後
に
『
日
本
古
代

の
医
療
制
度
』
名
著
刊
行
会
、
一
九
九
八
年
所
収
）、
大
隅
清
陽
「
唐
の
礼
制
と
日
本
」（
池
田
温
編
『
古
代
を
考
え
る　

唐
と
日
本
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
一
年
初
出
、
後
に
大
隅
清
陽
『
律
令
官
制
と
礼
秩
序
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
所
収
）。

（
5
） 

西
本
昌
弘
『
日
本
古
代
儀
礼
成
立
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
七
年
、
五

－

九
頁
。

（
6
） 

榎
本
淳
一
「『
江
都
集
礼
』
の
編
纂
と
意
義
・
影
響
」（
金
子
修
一
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
金
子
修
一
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

│
│
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
皇
帝
権
力
と
国
際
秩
序
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
〇
年
、
白
石
將
人
「『
江
都
集
礼
』
と
隋
代
の
制
礼
」（『
東
方
学
』
一
三

七
、
二
〇
一
九
年
）。
し
か
し
、
両
氏
は
、『
江
都
集
礼
』
の
成
立
時
間
に
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
白
石
氏
は
『
江
都
集
礼
』
の
成
立
時
間
を
開
皇

二
十
年
に
一
応
の
完
成
を
見
、
以
降
も
続
集
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
榎
本
氏
は
『
江
都
集
礼
』
は
開
皇
二
十
年

六
月
以
降
に
編
纂
が
開
始
さ
れ
、
同
年
十
一
月
ま
で
に
完
成
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、『
江
都
集
礼
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
詳
細
な
検
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討
を
行
わ
ず
、
具
体
的
な
論
考
は
両
氏
の
論
文
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
筆
者
は
『
江
都
集
礼
』
の
成
書
時
期
が
開
皇
二
十
年
だ
と
認
め
る
。

（
7
） 

張
寿
安
「
以
礼
代
理
│
│
凌
廷
堪
与
清
中
葉
儒
学
思
想
之
転
変
」『
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
専
刊
』
七
二
号
、
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究

所
、
一
九
九
四
年
、
四
頁
。
高
明
士
『
律
令
法
与
天
下
法
』
五
南
図
書
出
版
公
司
、
二
〇
一
二
年
、
三
七
一

－

三
七
七
頁
。
本
稿
で
言
及
す
る
「
礼

義
」「
礼
制
」「
礼
儀
」
の
定
義
は
す
べ
て
張
氏
と
高
氏
の
見
解
に
よ
る
。

（
8
） 
高
明
士
は
、「
儒
教
思
想
か
ら
見
れ
ば
、
刑
律
以
外
の
社
会
規
範
は
す
べ
て
礼
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
た
礼
典
は

令
・
格
・
式
を
含
ん
で
い
る
。
具
体
的
な
論
説
は
高
明
士
『
中
国
中
古
礼
律
総
論
│
│
法
文
化
的
定
型
』
商
務
印
書
館
、
二
〇
一
七
年
、
一
三

－

一

九
頁
を
参
照
す
る
。

（
9
） 

冨
谷
至
『
中
華
帝
国
の
ジ
レ
ン
マ
│
│
礼
的
思
想
と
法
的
秩
序
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
第
一
章
を
参
照
。
同
『
漢
唐
法
制
史
研
究
』
創
文

社
、
二
〇
一
六
年
、
第
一
部
を
参
照
。

（
10
） 

小
林
宏
「
日
本
律
に
お
け
る
礼
の
法
的
機
能
」（『
日
本
に
お
け
る
立
法
と
法
解
釈
の
史
的
研
究
』
古
代
・
中
世
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
11
） 

「
永
徽
律
疏
」
の
編
纂
時
期
と
『
大
唐
開
元
礼
』
の
成
立
時
期
か
ら
考
え
る
と
、「
永
徽
律
疏
」
が
『
大
唐
開
元
礼
』
を
引
用
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず

ほ
か
の
儀
注
を
引
用
し
た
。
ま
た
、『
江
都
集
礼
』
を
引
用
し
た
可
能
性
も
決
し
て
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
） 

表
１
を
参
照
。
表
は
前
掲
注（
10
）小
林
氏
論
文
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
太
字
が
筆
者
の
整
理
内
容
で
あ
る
。

（
13
） 

拙
稿
「
日
本
古
代
に
お
け
る
律
の
継
受
と
運
用
か
ら
見
る
礼
制
の
受
容
│
│
名
例
律
を
中
心
と
し
て
」
愛
知
県
立
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科

論
集
（
日
本
文
化
専
攻
編　

第
十
二
号
）、
二
〇
二
一
年
。
拙
稿
で
は
、
名
例
律
の
不
孝
条
と
そ
れ
に
該
当
す
る
職
制
律
三
〇
聞
父
母
夫
喪
匿
条
、

い
わ
ゆ
る
大
宝
律
令
成
立
以
前
に
存
在
し
て
い
た
律
条
文
と
大
宝
律
令
成
立
以
降
に
成
立
し
た
律
条
文
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
律
令

は
中
国
の
礼
制
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
違
い
な
い
が
、
日
本
律
の
編
纂
は
、
礼
典
を
引
用
し
て
日
本
律
を
正
当
化
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
唐
律
そ
の

も
の
は
日
本
律
を
正
当
す
る
機
能
を
持
ち
、
日
本
律
の
編
纂
は
唐
王
朝
の
律
を
学
び
な
が
ら
、
日
本
の
国
情
に
応
じ
な
い
、
唐
律
疏
議
に
含
ま
れ
て

い
る
中
国
に
定
着
し
た
礼
制
を
除
去
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
社
会
秩
序
と
社
会
準
則
、
即
ち
日
本
的
な
礼
制
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
と
結
論
づ
け

る
。

（
14
） 

瀧
川
政
次
郎
「
江
都
集
礼
と
日
本
の
儀
式
」（
岩
井
博
士
古
稀
記
念
事
業
会
編
『
典
籍
論
集
』
大
安
、
一
九
六
三
年
）。

（
15
） 

前
掲
注（
6
）榎
本
氏
論
文
。

（
16
） 

『
隋
書
』
経
籍
志
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
榎
本
淳
一
「
中
日
書
目
比
較
考
」（『
東
洋
史
研
究
』
七
六
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。
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（
17
） 

前
掲
注（
2
）大
隅
氏
著
書
、
三
六
六
頁
。

（
18
） 

小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
』
上
、
塙
書
房
、
一
九
六
八
年
。
第
一
編
第
一
章
を
参
照
。

（
19
） 

和
田
萃
「
薬
猟
と
『
本
草
集
注
』
：
日
本
古
代
の
民
間
道
教
の
実
態
」
史
林
六
三
、
一
九
七
八
年
初
出
、
後
に
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信

仰
』
中
、
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
所
収
。

（
20
） 
『
日
本
書
紀
』
は
坂
本
太
郎
ほ
か
編
『
日
本
書
紀　

日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
を
使
用
。

（
21
） 

前
掲
注（
19
）和
田
氏
論
文
を
参
照
。

（
22
） 

丸
山
裕
美
子
『
日
本
古
代
の
医
療
制
度
』
名
著
刊
行
会
、
一
九
九
八
年
所
収
、
二
四
一
頁
。

（
23
） 

前
掲
注（
5
）西
本
昌
弘
論
文
を
参
照
。
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表
１唐

律
の
条
文

唐
の
律
疏
中
の
「
礼
」
の
引
用
文

「
礼
」
の
典
拠

日
本
律
の

引
用
状
況

名
例
律　

一

礼
云
、
刑
者
侀
、
成
也
、
一
成
而
不
可
変
、
故
君
子
尽
心
焉
、

礼
記
王
制

な
し

名
例
律　

三

周
礼
云
、
其
奴
男
子
人
於
罪
隷
、
又
任
之
以
事
、
寘
以
圜
土
、
而
収
教
之
、
上
罪
三
年
而
捨
、
中
罪
二
年
而
捨
、
下

罪
一
年
而
捨
、

周
礼
・
秋
官

な
し

名
例
律　

五

鄭
注
礼
云
、
死
者

也
、
消
尽
為

、

礼
云
、
公
族
有
死
罪
、
罄
之
於
甸
人

礼
記
・
檀
弓

礼
記
・
文
王
世
子

な
し

な
し

名
例
律　

六　

謀
反

周
礼
云
、
左
祖
右
社
、

周
礼
・
冬
官

な
し

同　

謀
大
逆

周
礼
秋
官
、
正
月
之
吉
日
、
懸
刑
象
之
法
於
象
魏
、
使
人
観
之
、

な
し

同　

悪
逆

依
礼
、
嫡
子
為
父
後
者
、
及
不
為
父
後
者
、
並
不
為
出
母
之
党
服
、
即
為
継
母
之
党
服
、
…
…
若
親
母
死
於
室
、
為

親
母
之
党
服
、
不
為
継
母
之
党
服
、

礼
云
、
所
従
亡
則
已
、

依
礼
、
有
三
月
廟
見
、
有
未
廟
見
、
或
就
婚
等
三
種
之
夫
、

礼
記
・
服
問

礼
記
・
喪
服

儀
礼
・
士
婚
礼
、
礼
記
・
曾
子
問

な
し

な
し

な
し

同　

大
不
敬

礼
運
云
、
礼
者
君
之
柄
、
所
以
別
嫌
明
微
、
考
制
度
、
別
仁
義
、

周
礼
、
食
医
、
掌
王
之
八
珍
、

礼
記
・
礼
運

周
官
・
天
官

な
し

な
し

同　

不
孝

礼
云
、
孝
子
之
養
親
也
、
楽
其
心
、
不
違
其
志
、
以
其
飲
食
、
而
忠
養
之
、

依
礼
、
聞
親
喪
、
以
哭
答
使
者
、
尽
哀
而
問
故
、

礼
記
・
内
則

礼
記
・
奔
喪

な
し

あ
り

同　

不
睦

礼
云
、
講
信
修
睦
、

依
礼
、
夫
者
婦
之
天
、

（
依
礼
）
又
云
、
妻
者
斉
也
、

依
礼
、
男
子
无
大
功
尊
、

礼
記
・
礼
運

儀
礼
・
喪
服

礼
記
・
内
則

儀
礼
・
喪
服
、
大
唐
開
元
礼
・
凶
礼

な
し

な
し

な
し

な
し

同　

内
乱

姦
小
功
以
上
親
者
、
謂
拠
礼
、
男
子
為
婦
人
、
著
小
功
服
而
姦
者
、

大
唐
開
元
礼
・
凶
礼

な
し

名
例
律　

七　

八
議

周
礼
云
、
八
辟
麗
邦
法
、

礼
云
、
刑
不
上
大
夫
、

（
礼
云
）
犯
法
則
在
八
議
、
軽
重
不
在
刑
書
也
、

周
礼
・
秋
官

礼
記
・
曲
礼
上

礼
記
・
曲
礼
上

な
し

な
し

な
し

同　

議
親

袒
免
者
、
拠
礼
、
有
五
、
高
祖
兄
弟
、
曾
祖
従
父
兄
弟
、
祖
再
従
兄
弟
、
父
三
従
兄
弟
、
身
之
四
従
兄
弟
是
也
、

小
功
之
親
有
三
、
…
…
此
数
之
外
、
拠
礼
、
内
外
諸
親
、
有
服
同
者
、
並
準
此
、

礼
記
・
大
伝

大
唐
開
元
礼
・
凶
礼

な
し

な
し
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唐
律
の
条
文

唐
の
律
疏
中
の
「
礼
」
の
引
用
文

「
礼
」
の
典
拠

日
本
律
の

引
用
状
況

同　

議
賓

礼
云
、
天
子
存
二
代
之
後
、
犹
尊
賢
也
、

礼
記
・
郊
特
性

な
し

名
例
律　

十
二

依
礼
、
凡
婦
人
从
其
夫
之
爵
命
、
注
云
、
生
礼
死
事
、
以
夫
為
尊
卑
、

礼
記
・
雑
記
上

な
し

名
例
律　

二
十
七

婦
女
雖

非
丁
、
拠
礼
、
与
夫
斉
体
、

儀
礼
・
喪
服

あ
り

名
例
律　

三
十

依
周
礼
、
年
七
十
以
上
、
及
未

者
、
並
不
為
奴
、

周
礼
、
三
赦
之
法
、
一
曰
幼
弱
、
二
曰
老
耄
、
三
曰

愚
、

礼
云
、
九
十
曰
耄
、
七
歳
曰
悼
、
悼
与
耄
、
雖
有
死
罪
、
不
加
刑

周
礼
・
秋
官

周
礼
・
秋
官

周
礼
・
秋
官

な
し

な
し

な
し

衛
禁
律　

三
十
二

依
周
礼
、
五
百
人
為
旅
、
二
千
五
百
人
為
師
、

周
礼
・
夏
官

職
制
律　

八

不
依
礼
令
之
法
、
一
事
有
違
、
合
杖
七
十
、

故
礼
云
、
三
日
斎
、
一
日
用
之
、
猶
恐
不
敬
、

大
唐
開
元
礼
・
序
列
上

礼
記
・
郊
特
性

謂
不
依
常
典
、
一
事
有
違
者

な
し

職
制
律　

十
一

礼
云
、
唯
祭
天
地
社
禝
、
為
越

而
行
事
、

礼
記
・
王
制

な
し

職
制
律　

十
三

依
礼
、
飯
斉
視
春
宜
温
、
羮
斉
視
夏
宜
熱
、

礼
記
・
内
則

な
し

職
制
律　

十
五

依
礼
、
授
立
不
跪
、
授
坐
不
立
、

礼
記
・
曲
礼
上

な
し

職
制
律　

二
十
五

礼
云
、
禹
与
雨
、
謂
声
嫌
而
字
殊
、
丘
与
区
、
意
嫌
而
理
別
、

礼
記
・
曲
礼
上

な
し

職
制
律　

三
十

其
妻
即
非
尊
長
、
又
殊
卑
幼
、
在
礼
及
詩
、
比
為
兄
弟
、
即
是
妻
同
於
幼
、

依
礼
、
斬
衰
之
哭
、
若
往
而
不
返
、
斉
衰
之
哭
、
若
往
而
返
、
大
功
之
哭
、
三
曲
而
�
、
小
功

麻
、
哀
容
可
也
、

礼
云
、
大
功
将
至
、
辟
琴
瑟
、
鄭
注
云
、
亦
所
以
助
哀
、

又
云
、（
礼
云
）
小
功
将
至
、
不
絶
楽
、

喪
服
云
、
古
者
、
有
死
於
室
中
者
、
即
三
月
為
之
不
挙
楽
、

礼
記
・
雑
記
下

礼
記
・
聞
伝

礼
記
・
雑
記
下

礼
記
・
雑
記
下

儀
礼
・
喪
服

あ
り

な
し

な
し

な
し

な
し

戸
婚
律　

十
四

礼
云
、
田
里
不
粥
、

礼
記
・
王
制

な
し

戸
婚
律　

二
十
六

礼
云
、
娉
則
為
妻
、

礼
記
・
内
則

な
し

戸
婚
律　

二
十
八

依
礼
、
日
見
於
甲
、
月
見
於
庚
、

礼
記
・
祭
義

な
し

賊
盗
律　

三
十

礼
云
、
葬
者
藏
也
、
欲
人
不
得
見
、

礼
記
・
檀
弓
上

な
し

闘
訟
律　

四
十
七

礼
云
、
七
十
弐
膳
、
八
十
常
珍
、

礼
記
・
王
制
、
礼
記
・
内
則

な
し

闘
訟
律　

十
四

礼
云
、
五
世
袒
免
之
親
、
四
世

麻
之
属
、

礼
記
・
大
伝

な
し

闘
訟
律　

二
十
六

大
功
尊
属
、
依
礼
、
唯
夫
之
祖
父
母
及
夫
之
伯
叔
父
母

大
唐
開
元
礼
・
凶
礼

な
し
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唐
律
の
条
文

唐
の
律
疏
中
の
「
礼
」
の
引
用
文

「
礼
」
の
典
拠

日
本
律
の

引
用
状
況

闘
訟
律　

三
十
一

嫂
叔
不
許
通
問
、

礼
記
・
曲
礼
、
礼
記
・
鄭
注

な
し

闘
訟
律　

三
十
二

依
礼
、
継
父
同
居
、
服
期
、
謂
妻
少
子
幼
、
子
無
大
功
之
親
、
与
之
適
人
、
所
適
者
、
亦
无
大
功
之
親
、
而
所
適

者
、
以
其
資
財
、
為
之
筑
家
廟
於
家
門
之
外
、
歳
時
使
之
祀
焉
、

礼
云
、
凡
教
学
之
道
、
厳
師
為
難
、
師
厳
道
尊
、
方
知
敬
学
、

礼
云
、
家
有
塾
、
遂
有
序
、

儀
礼
・
喪
服
伝
、
儀
礼
・
鄭
注

礼
記
・
学
記

礼
記
・
学
記

な
し

な
し

な
し

闘
訟
律　

三
十
三

依
喪
服
、
夫
之
所
為
兄
弟
服
、
妻
降
一
等
、

儀
礼
・
喪
服

な
し

闘
訟
律　

三
十
七

礼
云
、
死
而
不
吊
者
三
、
謂
畏
圧
溺
、

礼
記
・
檀
弓
上

な
し

闘
訟
律　

四
十
四

嫡
継
慈
養
、
依
例
雖
同
親
母
、
被
出
改
嫁
、
礼
制
便
与
親
母
不
同
、
其
改
嫁
者
、
唯
止
服
期
、
…
…
拠
礼
又
無
心

喪
、
…
…
被
出
者
、
礼
既
無
服
、
並
同
凡
人
、

大
唐
開
元
礼
・
凶
礼

な
し

闘
訟
律　

四
十
六

女
君
於
妾
、
依
礼
、
無
服
、

儀
礼
・
喪
服

な
し

捕
亡
律　

六

依
礼
、
五
家
為
隣
、
五
隣
為
里
、

周
礼
・
地
官

な
し

闘
訟
律　

五
十
七

撾
登
門
鼓
、

周
礼
・
夏
官

な
し

詐
偽
律　

三

使
節
者
、
周
礼
、
有
掌
節
之
司
、
注
云
、
道
路
用
旌
節
、

周
礼
・
地
官

な
し

詐
偽
律　

二
十

父
母
云
亡
、
在
身
罔
極
、

大
唐
開
元
礼
・
序
列
下

な
し

雑
律　

二
十
五

子
孫
於
父
祖
之
妾
、
在
礼
、
全
無
服
紀
、

大
唐
開
元
礼
・
凶
礼

な
し

雑
律　

三
十

礼
云
、
物
勒
工
名
、
以
考
其
誠
、
功
有
不
当
、
必
行
其
罪
、

礼
記
・
月
令

な
し

雑
律　

六
十
一

令
有
禁
制
、
謂
儀
制
令
、
行
路
、
賤
避
貴
、
去
避
來
之
類
、

大
唐
開
元
礼
・
序
列
下

な
し

捕
亡
律　

六

依
礼
、
五
家
為
隣
、
五
隣
為
里
、

周
礼
・
地
官

な
し
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